
ボランティア団体「ひまわりグループ」（田畑広子会長）
10 人が 5 月 31 日、町内約 30 カ所のバス停を 4 班に
分かれて清掃しました。毎年、春と秋に行われているボ
ランティア事業で、ベンチを外に出し、天井や壁のほこ
りを払い、窓ガラスを拭くと、バス停は見違えるほどき
れいになりました。田畑会長は「ごみなどの放置はまだ
まだ多いです。ごみは必ず持ち帰ってください。きれい
なバス停で皆さんに気持ちよく使ってもらいたいです」
と話していました。

ボランティアでバス停清掃
きれいなバス停を気持ち良く使って！

脳の健康教室の開校式
読み書きと楽しい会話で認知症予防

栗山町社会福祉協議会（橘一也会長）主催による「脳
の健康教室」の開校式が 6 月 4 日、南部公民館で行わ
れました。簡単な読み書きや計算などで脳を活性化させ、
認知症の予防が目的で、参加した 7 名は、1 から 100
までの数字を順に並べる「すうじ盤」や読み書きプリン
トなどの課題に取り組みました。完成タイムが実年齢よ
り 20 歳も若かった中島外雄さん（77 歳）は「簡単な
課題なので続けていけそう。半年間、自分のために楽し
みながら頑張ろうと思います」と話していました。

まちの話題では、町内の行事や話題を紹介しています。
広報に掲載できなかった話題は町ホームページに掲載しています。

【URL】http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/ 栗山町 検索

16 年の努力が認められ
YOSAKOI ソーラン祭りで表彰

第 23 回 YOSAKOI ソーラン祭りにおいて、「北海道知
事特別賞」と「敢闘賞」をダブル受賞した ｢くりやま
OH!! 夢乱咲（オオムラサキ）｣ の堀文彦代表がメンバー
2 人と、6 月 9 日、椿原紀昭町長へ受賞の報告に訪れま
した。堀代表は「踊りの技術だけではなく、町内のイベ
ント参加など、長年の地域貢献が認められとてもうれし
いです」と話し、「メンバーを増やし、今後もオオムラ
サキの町、栗山を積極的にＰＲしていきます」と抱負を
話していました。

振り込め詐欺に注意して！
いきいきスクール交通安全・防犯教育

栗山町いきいきスクールの交通安全・防犯教育が６
月 19 日、スポーツセンターで開催されました。高齢者
を交通事故や犯罪から守るため毎年実施されているもの
で、栗山警察署から「交通事故防止について」と「犯罪
の予防について」の講話があり参加した約 150 人の受
講生は熱心に聞き入っていました。また、北海道警察音
楽隊から歌謡曲や演歌などの生演奏が披露されたほか、
カラーガード隊による振り込め詐欺防止の啓発を交えた
演舞が披露され、会場は大きな拍手で包まれていました。

栗山町 検索

楽しいお話の世界へ
ちびっこたちも大喜びの「こども読書まつり」
今年で 30 周年をむかえた、おはなしボランティア「栗

の子」（小原富佐子代表）主催の「こども読書まつり」
が 6 月 14 日、町図書館で開かれました。参加した親子
連れなど約 100 人は、迫力満点の大型紙芝居「ピノキオ」
をはじめ、次々と広がるお話の世界にひきこまれていま
した。読み聞かせの他にも、マジックショーなどで会場
は大盛り上がりでした。最後に30周年を記念した缶バッ
ジやお菓子などのお土産が参加者にプレゼントされ、子
どもたちは大喜びしていました。

もっときれいな街へと願い
喫煙者のマナー向上を願い清掃活動

栗山たばこ婦人部（藤田敦子部長）が 6 月 16 日、喫
煙者のマナー向上を目的とした清掃活動「スモーキンク
リーンキャンペーン」を行いました。「ひろえば街がす
きになる運動」と書かれたのぼりを掲げ、同部員や関係
者 12 名が参加。駅前通り商店街から役場庁舎までの道
路脇などに捨てられたタバコの吸い殻やゴミなどを 30
分かけて拾い集めました。藤田部長は「この活動が喫煙
者マナーの向上につながり、もっと町がきれいになれば
と思って毎年取り組んでいます」と話していました。

赤十字のお祭り
ヨーヨー釣りなどの縁日で賑わう

栗山赤十字病院が主催する「赤十字フェスティバル
2014 in 栗山」が 6 月 14 日、同病院で開かれました。
赤十字のさまざまな活動を「見て、触れて、体験して」
もらうために毎年行われているものです。普段見るこ
とはできない CT・X 線のテレビ室の見学など多くのイ
ベントコーナーや、ヨーヨー釣りや綿あめが楽しめる縁
日コーナーなども設けられ、子どもからお年寄りまで楽
しめるフェスティバルとなり多くの参加者で賑わいまし
た。

地域の宝を地域が守る
火薬庫の沢で河川修復作業

ハサンベツ里山計画実行委員会主催による玉石組み作
業が、6月 1 日ハサンベツ川支流の通称「火薬庫の沢」
で行われました。治水とフクドジョウなどの生息地づく
りを兼ねた今回の奉仕作業は、青年会議所や役場職員な
ど約 50 人が参加。流域生態研究所の妹尾優二所長から
「玉石組み」の手順について説明を受けたあと、参加者は、
大きな玉石を手作業で運び、重機で削った川底に敷きつ
めていきました。午後からは酪農学園大学の学生 19 人
も加わり、５カ所の玉石堤防が組みあがりました。
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①
町　

民

・
疑
問
や
意
見
を
投
書

　　　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す

る
疑
問
や
意
見
な
ど
に
、
お
答
え
す
る
た

め
の
仕
組
み
と
し
て
、「
く
り
や
ま
キ
ャ
ッ

チ
ボ
イ
ス
」
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
い
た
だ
い
た
質
問
や
意

見
に
必
ず
回
答
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

解
決
や
役
場
の
業
務
改
善
に
役
立
て
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
ご
意
見
な
ど
は
政
策
に

反
映
し
て
い
き
ま
す
。

①
広
報
く
り
や
ま
折
り
込
み
の
専
用
ハ
ガ

キ
（
切
手
不
要
）

※
ハ
ガ
キ
の
折
り
込
み
は
年
５
回
（
今
年

度
は
7
・
9
・
11
・
1
・
3
月
を
予
定
）

※
上
記
の
よ
う
に
、
ハ
ガ
キ
を
切
り
取
っ

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

②
F
A
X

※
ハ
ガ
キ
を
そ
の
ま
ま
送
信
、
ま
た
は
お

好
き
な
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

�
3
1
7
9
に
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

③
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
専
用
フ
ォ
ー
ム

〇
投
書
を
受
け
付
け
て
か
ら
２
週
間
以
内

に
回
答
を
作
成
し
、
投
書
さ
れ
た
方
へ

直
接
郵
送
し
ま
す
。

〇
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
投
書
と
回
答
を
あ

わ
せ
て
、
全
件
公
開
し
ま
す
。

※
投
書
者
の
氏
名
な
ど
個
人
情
報
は
公
開

し
ま
せ
ん
。　

記
載
例
：
30
代
女
性

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
開
開
始
は
８
月

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

〇
広
報
く
り
や
ま
特
集
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

ま
す
。（
年
５
回
を
予
定
）

※
誌
面
の
都
合
で
抜
粋
・
要
約
を
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

く
り
や
ま
キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス
は
寄
せ
ら

れ
た
す
べ
て
の
投
書
に
対
し
て
必
ず
回
答

を
作
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
投
書

お
よ
び
回
答
を
全
件
公
開
し
ま
す
。

　

た
だ
し
制
度
の
円
滑
な
運
用
の
た
め
に

「
く
り
や
ま
キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス
取
扱
い
基

準
」
を
定
め
、
次
に
該
当
す
る
も
の
に
は

回
答
を
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
回
答
で
き
な
い
も
の

①
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
（
電
話
番
号
）

が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の

②
特
定
者
へ
の
誹
謗
・
中
傷
・
指
摘
・
苦
情　

※
特
定
者
に
は
職
員
を
含
む

③
質
問
の
主
旨
が
不
明
な
も
の

④
同
一
人
で
内
容
が
同
じ（
類
似
を
含
む
）

も
の

⑤
町
行
政
が
所
管
す
る
業
務
の
範
囲
を
超

え
る
も
の　

※
議
会
に
関
す
る
こ
と
も
お
答
え
で
き
ま

せ
ん

※
く
り
や
ま
キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス
は
町
民
と

行
政
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
充
実
を

第
一
に
考
え
、
栗
山
町
に
お
住
ま
い
の

方
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

〇
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
性
別

※
電
話
な
ど
で
投
書
内
容
の
確
認
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
広
報
誌
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
時
に
は
氏
名

は
掲
載
し
ま
せ
ん
。

※
記
載
頂
い
た
住
所
・
氏
名
な
ど
は
栗
山
町
個

人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
適
正
に
管
理
し

ま
す
。

※
広
報
誌
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
時
に
は
、
記

載
内
容
か
ら
個
人
・
団
体
等
が
特
定
さ
れ
な

い
よ
う
に
編
集
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

①
下
記
ア
ド
レ
ス
か
ら

https://w
w

w.harp.lg.jp/SksJum
inW

eb/
EntryForm

?id=SfQnm
4ig

②
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ
プ
画
面
の
注
目
情
報

（
画
面
右
）
か
ら

③
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
リ
ン
ク
先
か
ら

く
り
や
ま
キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス

キリトリ

皆
さ
ん
の
疑
問
や
意
見
に
お
答
え
し
ま
す
！

キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス
に
つ
い
て

投
書
方
法
に
つ
い
て

回
答
・
公
開
に
つ
い
て

キ
ャ
ッ
チ
ボ
イ
ス
の
約
束

必
須
記
入
事
項
に
つ
い
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
に
つ
い
て

④
町
民
に
公
開

・
回
答
書
（
郵
送
）、
広
報
く
り
や
ま

  

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

②
総
務
課

・
投
書
受
付
、
担
当
課
へ
回
送

③
担
当
課

・
回
答
の
作
成
、
課
題
対
応
な
ど

制
度
の
流
れ

※ 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は

「
株
式
会
社
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」

の
登
録
商
標
で
す
。

■
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

町
総
務
課 
広
報
・
防
災
・
情
報
グ
ル
ー
プ 

☎
�
７
５
０
１

町外の方は
対象外です

✂

■申込期間　７月１日㈫～ 18 日㈮
■応募資格　・町内に在住、在勤、または在学されている満 18 歳以上の方
　　　　　　・３機関以上の町の審議会・委員会などの委員の方は応募できません。
■応募方法　・専用の申込書に必要事項を記入し、下記申込先まで提出してください。
　　　　　　・申込書は下記申込先でお渡ししますが、町ホームページからもダウン
　　　　　　　ロードできます。
■決定方法　申込書による書類選考および面談　＊申込書は返却しません。

まちづくり審議会・委員会 町では、町民参加の機会を広げる
ため、各種審議会・委員会などの
公募を推進しています。

健康増進計画とは？
町では、子どもから高齢者まで全ての町民が共に支え合いながら健やかに生活できるまちを実現し、健康で元
気に生活できる期間「健康寿命」を延伸することを目指すために国および道の基本方針などにもとづき、栗
山町健康増進計画を策定します。
■協議内容　町がまとめた「健康増進計画素案」について検討
■公募人数　３人　（総委員数 13 人）　
■応募資格　今年度３回程度の会議に出席いただける方　
■任 期　 第１回目の委員会議の日（８月下旬）から平成 27 年３月 31 日まで
■会議など　・平日の夜間（90 分程度）全３回程度開催予定
　　　　　　・会議１回出席につき 3,000 円の謝礼
　　　　　　・この会議は原則公開となります。
■申込先・問い合わせ　町保健福祉課健康推進グループ　☎ 73-2256　FAX73-2266
　　　　　　　　　　　Ｅメール kenkousuisin-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

▲

栗山町健康増進計画策定委員会

応
募
要
領

25 広報くりやま   2014. 7

募
集

どうする？10 年後の栗山町

栗山町第６次総合計画
策定中です。

栗山町第６次総合計画（H27 ～ H34）の策定

平成 27 ～ 34 年度（８年間）の町の最上位計画

計画原案に対する意見を
お聞かせください―

①７月１５日㈫  18：30 ～
　 会場：総合福祉センター

②７月１６日㈬  18：30 ～
　 会場：角田農村環境改善センター

③７月１８日㈮  18：30 ～
　 会場：南部公民館

■地域別懇談会を開催します

町では、昨年度から各種懇談会などでお聞きした
みなさんの意見をもとに、第６次総合計画原案の
整理を進めています。その内容を詳しく知ってい
ただき、原案に対する意見をお聞きするため、今
後地域、分野ごとに懇談会を開催します。
７月に実施する地域別懇談会は下記のとおりで
す。たくさんのご参加をお待ちしております。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

■
保
険
証
（
被
保
険
者
証
）
の
一
斉
更
新
に
つ
い
て

◆
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
ご
使
用
の
保
険
証
の
有
効
期
限
が
平

成
26
年
7
月
31
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
た

め
、8
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

7
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
お
持
ち

の
ピ
ン
ク
色
の
保
険
証
を
破
棄
し
、
黄
緑
色

の
も
の
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

◆
減
額
認
定
証
（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
）
も
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
ご
使
用
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限

が
、
平
成
26
年
7
月
31
日
を
も
っ
て
満
了
と

な
る
た
め
、
8
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
有
効
期
限
は
保
険
証
と
同
じ
く
1

年
間
で
す
。

　

今
ま
で
減
額
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

方
で
、
引
き
続
き
減
額
認
定
証
の
交
付
対
象

と
な
る
方
に
は
、
保
険
証
と
と
も
に
減
額
認

定
証
を
郵
送
し
ま
す
。（
申
請
手
続
き
は
不

要
で
す
）
8
月
1
日
か
ら
は
お
持
ち
の
水
色

の
減
額
認
定
証
を
破
棄
し
、
黄
色
の
も
の
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

新
た
に
減
額
認
定
の
対
象
と
な
る
方
（
次

の
交
付
対
象
に
該
当
す
る
方
）
に
は
申
請
書

を
お
送
り
し
ま
す
。
町
住
民
生
活
課
住
民
・

国
保
グ
ル
ー
プ
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

27
年
7
月
31
日
ま
で
で
す
。

○
紛
失
し
た
と
き
や
、
汚
れ
た
と
き
は
再

交
付
し
ま
す
の
で
、
町
住
民
生
活
課
住

民
・
国
保
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

※
新
し
い
保
険
証
の
色
は
黄
緑
色
で
す

区　分　Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税である方

区　分　Ⅰ
　世帯全員が住民税非課税である方のうち、

　次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が 0 円の方

（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

※
新
し
い
減
額
認
定
証
は
黄
色
で
す

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

70
～
74
歳
ま
で
の

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ

◆
高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

　

現
在
ご
使
用
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
が
平
成
26
年
7
月
31
日
を
も
っ
て
満
了
と

な
る
た
め
、
8
月
か
ら
使
え
る
受
給
者
証
を

7
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。
8
月
1
日
か
ら
は

古
い
受
給
者
証
を
破
棄
し
、
新
し
い
も
の
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

◆
減
額
認
定
証
（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
）
を
申
請
に
よ
り
交
付
し

ま
す

　

減
額
認
定
証
は
、
通
院
・
入
院
し
た
際
の

医
療
費
や
食
事
代
な
ど
の
自
己
負
担
額
を
軽

減
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。

　

8
月
か
ら
減
額
認
定
証
の
交
付
対
象
と
な

る
方
（
※
）
に
は
、
高
齢
受
給
者
証
と
と
も

に
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
町
住
民

生
活
課
住
民
・
国
保
グ
ル
ー
プ
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
同
じ
世
帯
の
世
帯
主
及
び
国
保
被
保
険
者

が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
方

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
１
１
（
２
９
０
）
５
６
０
１

町
住
民
生
活
課
住
民
・
国
保
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
８　

町
住
民
生
活
課
住
民
・
国
保
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
８　

7
月
に
保
険
料
額
を

　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す

■
平
成
26
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
に
つ
い
て

◆
保
険
料
の
減
免

　

災
害
、
失
業
な
ど
に
よ
る
所
得
の
大
幅
な

減
少
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
で
生
活
が
著
し

く
困
窮
し
、
保
険
料
の
お
支
払
い
が
困
難
な

方
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
減
免
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
お
支
払

い
が
困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
の
お
支
払
い
方
法

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い

②
口
座
振
替

　
（
本
人
の
保
険
証
・
お
支
払
い
す
る
口
座
の

預
金
通
帳
と
お
届
け
印
が
必
要
）

※
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
か
ら
口
座
振
替
に

切
り
替
わ
る
時
期
は
、
申
し
出
の
時
期
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
税
申
告
の
際
の
「
社
会
保
険
料
控
除
」
は

お
支
払
い
す
る
方
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
（
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
の
場
合
、
お
支

払
い
す
る
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
）

均　等　割
【1 人当たりの額】

51,472 円

≪保険料の計算方法≫

　

医
療
機
関
で
処
方
さ
れ
る
薬
に
は
、
新
薬

(

先
発
医
薬
品)

と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

(

後
発
医
薬
品)

が
あ
り
ま
す
。 

　
　

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
伝
え
る
か
、

「
希
望
カ
ー
ド
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

◆
効
き
目
・
安
全
性
に
つ
い
て 

 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
と
同
等

の
効
果
・
効
能
を
持
ち
、
厚
生
労
働
省
の

基
準
を
満
た
し
て
い
る
安
全
な
お
薬
で

す
。

　

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
主
治
医
や
薬
剤
師

に
よ
く
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◆
価
格
に
つ
い
て 

 
 

 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る
と
、

お
薬
代
が
安
く
な
り
ま
す
。
薬
に
よ
っ
て

は
、
新
薬
よ
り
３
～
５
割
以
上
安
く
な
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

町
住
民
生
活
課
住
民
・
国
保
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
８　

所　得　割
【本人の所得に応じた額】

（平成 25 年中の所得－ 33 万円）×

10.52%

1 年間の保険料
（100 円未満切り捨て）＋ ＝

○ 1 年間の保険料の上限額は 57 万円です。

○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与

　所得控除額など）を引いたものです。

町
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
５　

医
療
費
通
知
の
発
行
を

希
望
さ
れ
る
方
へ

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ま
に
健
康
や
医
療
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
医

療
費
を
半
年
ご
と
に
ま
と
め
、
ご
希
望
の
方

に
医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
回
の
発
行
は
9
月
（
平
成
26
年
1

月
～
6
月
の
医
療
費
を
対
象
）
に
行
い
ま
す
。

◆
新
た
に
発
行
を
希
望
さ
れ
る
方
へ

　

新
た
に
発
行
を
ご
希
望
の
方
は
、
左
記
連

絡
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
電
話
連
絡

だ
け
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
）

※
す
で
に
発
行
希
望
の
ご
連
絡
を
い
た
だ
い

て
い
る
方
に
は
、継
続
し
て
発
行
し
ま
す
。

※
こ
の
通
知
を
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
申
請
な
ど
の
手
続
き
を
さ
れ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
こ
の
通
知
を
確
定
申
告
な
ど
の
「
医
療
費

控
除
」
の
領
収
書
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
１
１
（
２
９
０
）
５
６
０
１

町
住
民
生
活
課
住
民
・
国
保
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
８
　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
利
用
に
つ
い
て
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夏
の
交
通
安
全
運
動

こ
れ
か
ら
本
格
的
な
観
光
・
行

楽
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
る
と
、
自
動

車
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
く

な
る
こ
と
か
ら
、
交
通
事
故
は
増

え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
交
通
安

全
意
識
の
高
揚
と
正
し
い
交
通

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
実
践
し
、
夏

休
み
を
控
え
た
「
子
ど
も
の
交
通

事
故｣

防
止
と
増
加
傾
向
に
あ
る

「
高
齢
者
の
交
通
事
故
」
防
止
、

夏
場
に
多
い
「
自
転
車
・
二
輪
車

の
交
通
事
故
」
抑
止
を
図
り
ま

し
ょ
う
。

■
期　

間

　

7
月
11
日
㈮
～
7
月
20
日
㈰

■
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

　

ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
交
通
事
故　

～ 

め
ざ
せ　

安
全
で
安
心
な
北
海
道 

～

■
運
動
の
重
点

○
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

○
速
度
の
出
し
過
ぎ
、
居
眠
り
等

観
光
・
レ
ジ
ャ
ー
型
の
交
通
事

故
防
止

○
自
転
車
・
二
輪
車
の
交
通
事
故

防
止

白
バ
イ
な
ど
の
乗
車
体
験
！

７
月
25
日
㈮
午
後
２
時
か
ら
午

後
４
時
ま
で
の
間
、「
く
り
や
ま

夏
ま
つ
り
会
場　

商
店
街
イ
ベ
ン

ト
広
場
」
に
お
い
て
、
北
海
道
警

察
の
マ
ス
コ
ッ
ト「
ほ
く
と
く
ん
」

が
来
場
し
ま
す
。

栗
山
警
察
署
と
栗
山
町
交
通
安

全
協
会
の
主
催
に
よ
る
交
通
安
全

の
啓
発
活
動
の
一
環
事
業
と
し

て
、
警
察
官
ミ
ニ
制
服
の
着
用
や

白
バ
イ
・
パ
ト
カ
ー
の
乗
車
体
験
、

記
念
撮
影
、
時
速
５
㌖
程
度
の
ス

ピ
ー
ド
で
衝
撃
と
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

の
着
用
効
果
が
体
験
で
き
る
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
コ
ン
ビ
ン
サ
ー
の
無
料

体
験
が
で
き
ま
す
。

安
全
・
安
心
な
街
を
目
指
し
て

生
活
と
環
境
【
問
い
合
わ
せ
】　

町
環
境
政
策
課　

環
境
政
策
グ
ル
ー
プ

☎
�
7
5
１
０

ぜ
ひ
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
来

場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

夏
の
暴
力
追
放
運
動

道
内
の
暴
力
団
は
、
暴
力
団
排

除
気
運
の
高
ま
り
に
よ
り
社
会
か

ら
の
孤
立
化
が
進
ん
で
い
る
一

方
、
組
織
の
維
持
・
拡
大
の
た
め

組
織
の
系
列
化
と
不
透
明
化
を
図

り
な
が
ら
、
巧
み
に
資
金
獲
得
活

動
を
潜
在
化
さ
せ
て
い
ま
す
。

北
海
道
で
は
、
学
校
の
夏
休
み

期
間
に
合
わ
せ
て
「
夏
の
暴
力
追

放
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。
青
少

年
を
犯
罪
や
非
行
か
ら
守
り
、
暴

力
団
の
資
金
源
を
絶
つ
た
め
、
関

係
機
関
が
実
施
す
る
取
り
締
ま
り

や
各
種
活
動
と
連
動
さ
せ
た
暴
力

追
放
の
道
民
運
動
を
道
内
全
域
に

お
い
て
強
力
に
推
進
し
、「
５
な

い
運
動
」
を
展
開
し
ま
す
。

■
期　

間

　

７
月
21
日
㈪
～
８
月
20
日
㈬

■
重
点
目
標

・
暴
力
団
の
違
法
な
資
金
獲
得
活

動
の
実
態
周
知
と
被
害
防
止

・
少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響

排
除
と
環
境
の
浄
化

■
５
な
い
運
動

①
暴
力
団
に
施
設
を
利
用
さ
せ
な
い

②
暴
力
団
に
資
金
を
提
供
し
な
い

③
暴
力
団
を
恐
れ
な
い

④
暴
力
団
を
利
用
し
な
い

⑤
泣
き
寝
入
り
し
な
い

節
電
の
ご
協
力
の
お
願
い

平
成
26
年
度
夏
季
の
北
海
道
電

力
管
内
の
電
力
需
給
は
、
平
成
22

年
並
み
の
猛
暑
や
経
済
成
長
に
よ

る
需
要
の
増
加
を
織
り
込
ん
だ
う

え
で
、
安
定
し
た
供
給
に
最
低
限

必
要
な
予
備
率
３
％
を
確
保
で
き

る
見
通
し
で
す
。

し
か
し
、
大
規
模
な
発
電
所
の

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
は
、

安
定
し
た
電
力
供
給
が
で
き
な
い

可
能
性
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
経
済
活
動
や
日
常

生
活
へ
の
影
響
を
回
避
し
た
無
理

の
な
い
形
で
節
電
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
特
に
高
齢
者
、
乳

幼
児
の
方
々
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ

れ
の
事
情
の
も
と
、
可
能
な
範
囲

で
ご
協
力
願
い
ま
す
。

■
平
成
26
年
度
夏
季
の
節
電
協
力

要
請
期
間

7
月
１
日
㈫
か
ら
９
月
30
日
㈫

ま
で
の
平
日
（
た
だ
し
８
月
13

～
15
日
を
除
く
）

※
本
期
間
中
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
の
11
時
間
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
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■ 国 民 健 康 保 険 税  ～税率を見直します～

◆低所得者にかかる軽減の拡充とあわせて、基金を活用して
　保険税を引き下げ、被保険者の負担軽減を図ります。

 医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の各税率および課税限度額の見直し

区　分 医療分
後期高齢者

支援金分
介護納付金分

所得割 8.2% 2.2% 1.5%
資産割 25.0% 5.0% 3.0%
均等割 24,000 円 6,500 円 6,500 円
平等割 32,000 円 8,500 円 8,500 円

課税限度額 510,000 円 140,000 円 120,000 円

【平成 25 年度】

医療分
後期高齢者

支援金分
介護納付金分

8.1% 2.1% 1.5%
25.0% 4.0% 3.0%

24,000 円 7,000 円 7,000 円
30,000 円 8,000 円 8,000 円

510,000 円 160,000 円 140,000 円

【平成 26 年度】

 低 所 得 者 世 帯 に か か る 軽 減 判 定 方 法 の 見 直 し

軽減対象となる所得の基準 軽減割合 改正点
　世帯の所得が 33 万円以下 7 割 　改正はありません

　世帯の所得が 33 万円＋ 24 万 5 千円×
　（被保険者数 + 特定同一世帯所属者数）以下

5 割
　世帯主を含むよう改正
　（世帯主以外の被保険者数→被保険者数）

　世帯の所得が 33 万円＋ 45 万円×
　（被保険者数 + 特定同一世帯所属者数）以下

2 割
　基準金額を改正
　（35 万円→ 45 万円）

※納税通知書は
　7 月中旬にお届けします。

■ 介 護 保 険 料

　65 歳以上の方の介護保険料は平成 26 年ま

で据え置きになります。同保険料は、介護保

険事業の健全かつ円滑な運営を目指すととも

に、介護保険制度における給付サービスの確

保を図るため策定した第 5 期介護保険事業計

画（平成 24 年度～ 26 年度）に基づいて決定

したものです。詳細は右の表を参照願います。

◆納付通知書は 7 月中旬にお届けします

　保険料段階と介護保険料は、本人と世帯員

の前年の所得状況によって決定され、7 月中

旬に発送する「介護保険料納付通知書」でお

知らせします。

段階区分 割　合 対象となる被保険者
（65 歳以上の方）

年　　間
保険料額

第 1 段階 基 準 額 の
0.5 倍

生活保護を受給されている方、
老齢福祉年金受給者で世帯全員
が住民税非課税の方

29,200 円

第 2 段階 基 準 額 の
0.5 倍

世帯全員が住民税非課税で合計
所得金額 + 課税年金収入額が年
額 80 万円以下の方

29,200 円

第 3 段階
（軽減）

基 準 額 の
0.63 倍

世帯全員が住民税非課税で合計
所得金額 + 課税年金収入額が年
額 120 万円以下の方

36,800 円

第 3 段階 基 準 額 の
0.75 倍

世帯全員が住民税非課税で第 1
段階・第 2 段階・第 3 段階軽減
に該当しない方

43,800 円

第 4 段階
（軽減）

基 準 額 の
0.88 倍

住民税課税世帯で本人が非課税、
合計所得金額 + 課税年金収入額
が年額 80 万円以下の方

51,400 円

第 4 段階 基準額 住民税課税世帯で本人が非課税、
第 4 段階軽減に該当しない方 58,500 円

第 5 段階 基 準 額 の
1.25 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 190 万円未満の方 73,100 円

第 6 段階 基 準 額 の
1.5 倍

本人が住民税を課税されており、
合計所得が 190 万円以上の方 87,700 円

平成 26 年度　介護保険料

～ 65 歳以上は保険料据え置き～

 【お問い合わせ】　　町税務課　課税グループ　　☎   73-7505

※特定同一世帯所属者数…後期高齢者医療制度に移行する際に、国民保険の被保険者であって、
　　　　　　　　　　　　引き続き同一世帯の後期高齢者の人数


